
大手 KID’Sドラゴン 運営規約 

令和 8年 2 月 22日 

 

＜チーム名＞  大手 KID’Sドラゴン 

        代表：伊藤英樹 

        電話：080-3286-8896 E-Mail：yakyubaka2005okdwin@softbank.ne.jp 

        副代表：布引優治 

 

＜入団資格＞  小学生(春日井市内、但し条件有。連盟規約第 8条に則る) 

 

＜練習日＞   土曜日、日曜日、祝日(別途連絡がある場合はその指示を優先) 

 

＜練習時間＞  9:00～16:00(11月～3月) 9:00～16:30(4月～10月) 

         ※1、2年生は午前中のみ。午後からは自由参加。 

         ※練習時間の 30分前までには集合厳守！ 

         ※欠席の場合はその週の月曜日～練習開始 1時間前までに代表に連絡。 

 

＜練習場所＞  大手小学校グランド 

 

＜会費・部費＞ 3年生以上：2,000円/1か月 

        1,2年生：1,500円/1か月 

         ※3か月ごとに徴収。 

          （4 月・7 月・10月・1月の最初の練習日に徴収。忘れた方は 10日

までに世話役に届けてください。子供に持たせることは禁止です） 

         ※入部希望者については 1か月間体験期間有り。(会費免除) 

         ※保険については本入部からの加入。 

          体験期間は適用外。 

          指導者の保険は会費から支出。(状況により一部個人負担の場合有り) 

         ※会費は運営費等として、ボールや備品、行事費、文房具代等に使用。 

          原則として 1 か月以上休部しても徴収。（1 か月以上の休部申請につ

いては別紙必要事項を記入し、代表、監督含む指導者の承認を得て

条件を決定する） 

         ※3名以上入部の方は、3人目以降は 1人 1,000円/1か月 
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＜世話役＞   3～4名(任期 1年） 

 

＜世話役内容＞ ①会費集金管理 

         ※会費袋に集金日記入・確認印を捺印。 

        ②グランドの使用届提出(3月に大手小学校に提出) 

        ③保険の手続き 

         （市のスポーツ保険 当年 4月～翌年 3月） 

        ④ユニホーム等の手続き、チームのユニホーム等の管理。 

        ⑤入部者の説明、手続き、体験メンバーへの予定連絡 

        ⑥入部時規約配布 

        ※世話役の引き継ぎは卒団式までに調整し実施する。 

 

＜保護者お手伝い＞①当番制 

          ・担当者(順番制)の方に練習終了 15 分前までに来て頂き、救急箱の

確認、忘れ物、紛失物、子供たちの帰宅を確認。 

          ※忘れ物に関してはピロティーに置いておきその旨メールで連絡し、

各自引取りに行く。 

          ・小学校裏門の施錠。 

         ②夏期のみ試合時のお茶当番の場合有り(随時対応) 

         ③試合等の遠征の送迎(道具含む) 

         ・道具が乗り切らない場合は指導者で道具を搬送。 

         ・当該チーム最上級学年にて調整を行う。(状況次第でこの限りでない) 

         ・春日井市内は保護者の方で送迎。(随時打ち合わせて決定) 

         ・春日井市外は基本的に指導者にて送迎。 

          ※全員シートベルト着用、ドアロック必須！！ 

         ④監督会議の参加 

          ・東海団地の監督会議。 

          ・上記以外の場合も参加の場合有り。(随時調整) 

         ⑤各小学校へ募集チラシ配布。(随時決定) 

         ⑥各行事お手伝い。 

         ⑦試合のお茶出し、スコアブック記入等 

 

 

 

 



 

＜その他＞   ・練習時ユニホーム(練習着)着用。指導者含む。※体験期間中は除く。 

        ・試合時は紺のアンダーシャツ、紺のストッキング、黒ベルト。 

        ・試合用スパイクは白(メーカーラインも含む) 

        ・正式入部の場合は別紙入部届け参照。 

        ・正式入部の場合は帽子購入。(必須) 

        ・4年生以上からユニホーム、帽子必須。 

        ・冬季ベンチ入りの防寒具はチームのグランドコートと黒のネックウォ

ーマーを認可。(その他防寒着は不可) 

        ・連絡等は PC、携帯メール。(FAX不可) 

        ・指導者のユニホーム、帽子、グラコンは個人負担。 

        ・応援者のマナーとして、ベンチ後部及びバックネット裏を含む本塁裏 

         での応援(応援用のスタンドがある場合を除く)の禁止。 

        ・審判員の判定に対して抗議の禁止。 

        ・ベンチ以外からプレイに関する指導及びこれに関する行為を行わない

こと。 
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